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平成20年４月１日から平成21年３月31日までの間において、地方公営企業法（昭和27年法律

第292号）を適用している事業（競馬、競輪、競艇等の収益事業、農業共済事業、交通災害共

済事業は除く。）及び地方公営企業法を適用していない事業（地方財政法施行令第37条に掲げ

る事業並びに観光用有料道路以外の有料道路事業、観光地駐車場以外の駐車場整備事業、介護

サービス事業）について、平成20年度の決算及び業務状況等を調査したものである。

集計事業の種類及び事業数(建設中21事業及び年度途中において廃止した２事業を含む｡)

は、水道事業（簡易水道24事業を含む。）1,419、工業用水道事業151（施設数260）、交通

事業61（路面電車５、自動車運送36、都市高速鉄道10、懸垂電車等２、船舶運航８）、電気

事業30（発電所数321）、ガス事業34、病院事業665（病院数935）、下水道事業318（公共下

水道159、特定公共下水道５、流域下水道２、特定環境保全公共下水道79、農業集落排水施

設40、漁業集落排水施設４、林業集落排水施設１、簡易排水施設２、小規模集合排水処理施

設８、特定地域生活排水処理施設11、個別排水処理施設７）、港湾整備事業８、市場事業15

（市場数27）、と畜場事業１、観光施設事業63（休養宿泊施設31・施設数39、索道９、その

他観光施設23・施設数35）、宅地造成事業55（臨海土地造成24、その他宅地造成31）、観光

地駐車場以外の駐車場整備事業10（駐車場数22）、介護サービス事業47、その他事業（有線

事業等）37、合計2,914である。

集計事業の種類及び事業数(建設中139事業及び年度途中において廃止した６事業を含

む。）は、簡易水道事業825、交通事業40（船舶運航40）、電気事業40（施設数72）、下水

道事業3,369（公共下水道1,070、特定公共下水道７、流域下水道44、特定環境保全公共下水

道688、農業集落排水施設903、漁業集落排水施設166、林業集落排水施設25、簡易排水施設

24、小規模集合排水処理施設71、特定地域生活排水処理施設241、個別排水処理施設130）、

港湾整備事業96、市場事業161（市場数198）、と畜場事業73、観光施設事業327（休養宿泊

施設121・施設数171、索道53、その他観光施設153・施設数281）、宅地造成事業458（臨海

土地造成66、その他宅地造成392）、観光用有料道路以外の有料道路事業4（道路数4）、観

光地駐車場以外の駐車場整備事業223（駐車場数659）、介護サービス事業574、合計6,190で

ある。
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平成21年３月31日現在のものであり、平成20年度における実績である。

(1) 水道事業とある場合には、簡易水道事業を含めている。

(2) 各項目の数値は表示単位未満を四捨五入している。したがって、その内訳を合計した数

値は合計欄の数値と一致しない場合がある。また、文章中の差引数値も一致しない場合が

ある。また、二以上の事業を合わせて経営している団体においては、財務諸表等を主たる

事業に一括して作成しているため、各表の関連数値が一致していないものがある。

損益計算書は税抜数値で作成されるため本文第一章10法適用企業の経営状況(1)損益収

支は税抜数値により記述されている。

しかし、同章４決算規模における法適用企業の総費用は税込数値で計上されているほか、

同章９建設投資及びその財源、同章10法適用企業の経営状況(4)資本収支は税込数値によ

り記述されている。

(3) 財務諸表

ア 項目区分は、地方公営企業法施行規則に定める勘定科目に準拠した。

イ 全事業合計は、各事業の共通項目について集計したものであるが、損益計算書中、電

気事業においては、「事業外収益」及び「事業外費用」をそれぞれ「営業外収益」及び

「営業外費用」とし、ガス事業においては、「製品売上」を「営業収益」に、「売上原

価」・「供給販売費及び一般管理費」を「営業費用」としてそれぞれ集計した（ただし、

ガス事業の費用構成は製造原価による。）。

ウ 貸借対照表は、次の区分により集計を行った。

(ｱ) 「不良債務」とは、流動負債の額が流動資産の額（翌年度へ繰り越される支出の財

源充当額を除く｡)を超える額である。

(ｲ) 「実質資金不足額」とは、不良債務から当該決算期日における一時借入金又は未払

金で公営企業の建設又は改良に要する経費に係るもののうちその支払に充てるため翌

年度において地方債を起こすこととしているものの額を控除した額である。

エ 資本収支に関する調は、次の区分により集計を行った。

(ｱ) 「翌年度へ繰り越される支出の財源充当額」は、当該年度の資本的収入額のうち、

当該年度において事業が完了しない等の理由により当該収入額を充当すべき支出が、

翌年度へ繰り越された場合の翌年度支出額に対する充当額である。

(ｲ) 「前年度同意等債で今年度収入分」は、前年度同意等債で今年度収入したもののう

ち、前年度において支出予算執行済みとした建設改良費で未払いとしたものの財源に

充てた企業債の額である。

(ｳ) 「資本的収入額が資本的支出額に不足する額」の算出は、資本的収入額から「翌年

度へ繰り越される支出の財源充当額」及び「前年度同意等債で今年度収入分」を控除

した額が資本的支出額に不足する場合の額のみを集計したものである。

(ｴ) 「補てん財源」とは、(ｳ)の「資本的収入額が資本的支出額に不足する額」を補て

んするため充てた過年度及び当年度分損益勘定留保資金、繰越利益剰余金処分額、当

年度利益剰余金処分額、繰越工事資金等の合計額である。

オ 費用構成表における「基本給」とは、給料、扶養手当及び調整手当の合計額である。

(4) 経営分析

ア 各比率の算出方法及び計算の際用いた用語の区分は、次のとおりである。

固 定 資 産
(ｱ) 固定資産構成比率(％)＝ × 100 ※ＮＴＴ無利子貸付

固定資産＋流動資産＋繰延勘定 金は、借入資本金
から控除し資本剰

固定負債＋借入資本金※ 余金に含めている
(ｲ) 固定負債構成比率(％)＝ × 100 （以下借入資本金、

負債資本合計 資本剰余金につい
て同じ)。

自己資本金＋剰余金※
(ｳ) 自己資本構成比率(％)＝ × 100

負債資本合計

固 定 資 産
(ｴ) 固定資産対長期資本比率(％)＝ × 100

資本金＋剰余金＋固定負債

固 定 資 産
(ｵ) 固 定 比 率 (％)＝ × 100

自己資本金＋剰余金※

流 動 資 産
(ｶ) 流 動 比 率 (％)＝ × 100

流 動 負 債

現金預金＋未収金
(ｷ) 酸性試験比率 (％)＝ × 100

（当座比率） 流 動 負 債

現 金 預 金
(ｸ) 現 金 比 率 (％)＝ × 100

流 動 負 債

営業収益－受託工事収益 （注）自己資本＝自己資本金
(ｹ) 自己資本回転率 (回)＝ ＋剰余金※

期首自己資本＋期末自己資本

２

営業収益－受託工事収益
(ｺ) 固定資産回転率 (回)＝

期首固定資産＋期末固定資産

２

当 年 度 減 価 償 却 額
(ｻ) 減 価 償 却 率 (％)＝ × 100

有形固 無形固 建 設 当年度減
＋ －土地－ ＋

定資産 定資産 仮勘定 価償却額
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しかし、同章４決算規模における法適用企業の総費用は税込数値で計上されているほか、

同章９建設投資及びその財源、同章10法適用企業の経営状況(4)資本収支は税込数値によ

り記述されている。

(3) 財務諸表

ア 項目区分は、地方公営企業法施行規則に定める勘定科目に準拠した。

イ 全事業合計は、各事業の共通項目について集計したものであるが、損益計算書中、電

気事業においては、「事業外収益」及び「事業外費用」をそれぞれ「営業外収益」及び

「営業外費用」とし、ガス事業においては、「製品売上」を「営業収益」に、「売上原

価」・「供給販売費及び一般管理費」を「営業費用」としてそれぞれ集計した（ただし、

ガス事業の費用構成は製造原価による。）。

ウ 貸借対照表は、次の区分により集計を行った。

(ｱ) 「不良債務」とは、流動負債の額が流動資産の額（翌年度へ繰り越される支出の財

源充当額を除く｡)を超える額である。

(ｲ) 「実質資金不足額」とは、不良債務から当該決算期日における一時借入金又は未払

金で公営企業の建設又は改良に要する経費に係るもののうちその支払に充てるため翌

年度において地方債を起こすこととしているものの額を控除した額である。

エ 資本収支に関する調は、次の区分により集計を行った。

(ｱ) 「翌年度へ繰り越される支出の財源充当額」は、当該年度の資本的収入額のうち、

当該年度において事業が完了しない等の理由により当該収入額を充当すべき支出が、

翌年度へ繰り越された場合の翌年度支出額に対する充当額である。

(ｲ) 「前年度同意等債で今年度収入分」は、前年度同意等債で今年度収入したもののう

ち、前年度において支出予算執行済みとした建設改良費で未払いとしたものの財源に

充てた企業債の額である。

(ｳ) 「資本的収入額が資本的支出額に不足する額」の算出は、資本的収入額から「翌年

度へ繰り越される支出の財源充当額」及び「前年度同意等債で今年度収入分」を控除

した額が資本的支出額に不足する場合の額のみを集計したものである。

(ｴ) 「補てん財源」とは、(ｳ)の「資本的収入額が資本的支出額に不足する額」を補て

んするため充てた過年度及び当年度分損益勘定留保資金、繰越利益剰余金処分額、当

年度利益剰余金処分額、繰越工事資金等の合計額である。

オ 費用構成表における「基本給」とは、給料、扶養手当及び調整手当の合計額である。

(4) 経営分析

ア 各比率の算出方法及び計算の際用いた用語の区分は、次のとおりである。

固 定 資 産
(ｱ) 固定資産構成比率(％)＝ × 100 ※ＮＴＴ無利子貸付

固定資産＋流動資産＋繰延勘定 金は、借入資本金
から控除し資本剰

固定負債＋借入資本金※ 余金に含めている
(ｲ) 固定負債構成比率(％)＝ × 100 （以下借入資本金、

負債資本合計 資本剰余金につい
て同じ)。

自己資本金＋剰余金※
(ｳ) 自己資本構成比率(％)＝ × 100

負債資本合計

固 定 資 産
(ｴ) 固定資産対長期資本比率(％)＝ × 100

資本金＋剰余金＋固定負債

固 定 資 産
(ｵ) 固 定 比 率 (％)＝ × 100

自己資本金＋剰余金※

流 動 資 産
(ｶ) 流 動 比 率 (％)＝ × 100

流 動 負 債

現金預金＋未収金
(ｷ) 酸性試験比率 (％)＝ × 100

（当座比率） 流 動 負 債

現 金 預 金
(ｸ) 現 金 比 率 (％)＝ × 100

流 動 負 債

営業収益－受託工事収益 （注）自己資本＝自己資本金
(ｹ) 自己資本回転率 (回)＝ ＋剰余金※

期首自己資本＋期末自己資本

２

営業収益－受託工事収益
(ｺ) 固定資産回転率 (回)＝

期首固定資産＋期末固定資産

２

当 年 度 減 価 償 却 額
(ｻ) 減 価 償 却 率 (％)＝ × 100

有形固 無形固 建 設 当年度減
＋ －土地－ ＋

定資産 定資産 仮勘定 価償却額



営業収益－受託工事収益
(ｼ) 流動資産回転率 (回)＝

期首流動資産＋期末流動資産

２

営業収益－受託工事収益
(ｽ) 未収金回転率 (回)＝

期首未収金＋期末未収金

２

当年度経常利益 （注）総資本＝負債資本合計
(ｾ) 総資本利益率 (％)＝ × 100

期首総資本＋期末総資本

２

総 収 益
(ｿ) 総 収 支 比 率 (％)＝ × 100

総 費 用

経 常 収 益
(ﾀ) 経常収支比率 (％)＝ × 100

経 常 費 用

営業収益－受託工事収益
(ﾁ) 営業収支比率 (％)＝ × 100

営業費用－受託工事費用 (注)企業債には固定
負債である企業

支払利息＋企業債取扱諸費 債を含み、NTT
(ﾂ) 利 子 負 担 率 (％)＝ × 100 無利子貸付金を

企業債＋他会計借入金＋一時借入金 除いている。

建設改良のための企業債元金償還金
(ﾃ) 企業債元金償還金対減価償却額比率(％)＝ × 100

当 年 度 減 価 償 却 費

建設改良のための企業債元金償還金
(ﾄ) 企業債元金償還金対料金収入比率 (％)＝ × 100

料 金 収 入

企 業 債 利 息
(ﾅ) 企業債利息対料金収入比率 (％)＝ × 100

料 金 収 入

建設改良のための企業債元利償還金
(ﾆ) 企業債元利償還金対料金収入比率 (％)＝ × 100

料 金 収 入

職員給与費(特別損失のうちの職員給与費を含む)
(ﾇ) 職員給与費対料金収入比率(％)＝ ×100

料 金 収 入

営業収益－受託工事収益
(ﾈ) 職員１人当たり営業収益 ＝

損益勘定所属職員数

期 末 有 形 固 定 資 産
(ﾉ) 職員１人当たり有形固定資産 ＝

損益勘定所属職員数＋資本勘定所属職員数

経 常 損 失
(ﾊ) 経常損失比率 (％)＝ × 100

営業収益－受託工事収益

累積欠損金
(ﾋ) 累積欠損金比率 (％)＝ × 100

営業収益－受託工事収益

流動負債－（流動資産－翌年度繰越財源）
(ﾌ) 不良債務比率 (％)＝ × 100

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益

イ 法適用企業の料金単価と供給原価の算出方法は、次のとおりである。

(ｱ) 料金単価

給 水 収 益
ａ 水 道：

年間総有収水量

給 水 収 益
ｂ 工業用水道：

年間総有収水量（計量分）

自動車運送事業経常収益
ｃ 交 通：

（自動車運送） 自動車運送事業（乗合＋貸切）年間走行㎞

都市高速鉄道事業経常収益
ｄ 交 通：
（都市高速鉄道） 都市高速鉄道事業年間走行㎞

料 金 収 入
ｅ 電 気：

年間発電電力量－自家用電力量

料 金 収 入
ｆ ガ ス：

販 売 量

料 金 収 入
ｇ 下 水 道：

有 収 水 量

(ｲ) 供給原価

経常費用－（受託工事費＋附帯工事費＋材料及び不用品売却原価）
ａ 水 道：

年 間 総 有 収 水 量

経常費用－（受託工事費＋附帯工事費＋材料及び不用品売却原価）
ｂ 工業用水道：

年 間 総 有 収 水 量 （ 計 量 分 ）

自動車運送事業経常費用
ｃ 交 通：

（自動車運送） 自動車運送事業（乗合＋貸切）年間走行㎞

都市高速鉄道事業経常費用
ｄ 交 通：
（都市高速鉄道） 都市高速鉄道事業年間走行㎞

経常費用－（受託工事費＋附帯工事費＋材料及び不用品売却原価）
ｅ 電 気：

年間発電電力量－自家用電力量

経常費用－（受託工事費＋附帯工事費＋材料及び不用品売却原価）
ｆ ガ ス：

販 売 量

汚水処理費
ｇ 下 水 道：
（汚水処理原価） 有収水量



営業収益－受託工事収益
(ｼ) 流動資産回転率 (回)＝

期首流動資産＋期末流動資産

２

営業収益－受託工事収益
(ｽ) 未収金回転率 (回)＝

期首未収金＋期末未収金

２

当年度経常利益 （注）総資本＝負債資本合計
(ｾ) 総資本利益率 (％)＝ × 100

期首総資本＋期末総資本

２

総 収 益
(ｿ) 総 収 支 比 率 (％)＝ × 100

総 費 用

経 常 収 益
(ﾀ) 経常収支比率 (％)＝ × 100

経 常 費 用

営業収益－受託工事収益
(ﾁ) 営業収支比率 (％)＝ × 100

営業費用－受託工事費用 (注)企業債には固定
負債である企業

支払利息＋企業債取扱諸費 債を含み、NTT
(ﾂ) 利 子 負 担 率 (％)＝ × 100 無利子貸付金を

企業債＋他会計借入金＋一時借入金 除いている。

建設改良のための企業債元金償還金
(ﾃ) 企業債元金償還金対減価償却額比率(％)＝ × 100

当 年 度 減 価 償 却 費

建設改良のための企業債元金償還金
(ﾄ) 企業債元金償還金対料金収入比率 (％)＝ × 100

料 金 収 入

企 業 債 利 息
(ﾅ) 企業債利息対料金収入比率 (％)＝ × 100

料 金 収 入

建設改良のための企業債元利償還金
(ﾆ) 企業債元利償還金対料金収入比率 (％)＝ × 100

料 金 収 入

職員給与費(特別損失のうちの職員給与費を含む)
(ﾇ) 職員給与費対料金収入比率(％)＝ ×100

料 金 収 入

営業収益－受託工事収益
(ﾈ) 職員１人当たり営業収益 ＝

損益勘定所属職員数

期 末 有 形 固 定 資 産
(ﾉ) 職員１人当たり有形固定資産 ＝

損益勘定所属職員数＋資本勘定所属職員数

経 常 損 失
(ﾊ) 経常損失比率 (％)＝ × 100

営業収益－受託工事収益

累積欠損金
(ﾋ) 累積欠損金比率 (％)＝ × 100

営業収益－受託工事収益

流動負債－（流動資産－翌年度繰越財源）
(ﾌ) 不良債務比率 (％)＝ × 100

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益

イ 法適用企業の料金単価と供給原価の算出方法は、次のとおりである。

(ｱ) 料金単価

給 水 収 益
ａ 水 道：

年間総有収水量

給 水 収 益
ｂ 工業用水道：

年間総有収水量（計量分）

自動車運送事業経常収益
ｃ 交 通：

（自動車運送） 自動車運送事業（乗合＋貸切）年間走行㎞

都市高速鉄道事業経常収益
ｄ 交 通：
（都市高速鉄道） 都市高速鉄道事業年間走行㎞

料 金 収 入
ｅ 電 気：

年間発電電力量－自家用電力量

料 金 収 入
ｆ ガ ス：

販 売 量

料 金 収 入
ｇ 下 水 道：

有 収 水 量

(ｲ) 供給原価

経常費用－（受託工事費＋附帯工事費＋材料及び不用品売却原価）
ａ 水 道：

年 間 総 有 収 水 量

経常費用－（受託工事費＋附帯工事費＋材料及び不用品売却原価）
ｂ 工業用水道：

年 間 総 有 収 水 量 （ 計 量 分 ）

自動車運送事業経常費用
ｃ 交 通：

（自動車運送） 自動車運送事業（乗合＋貸切）年間走行㎞

都市高速鉄道事業経常費用
ｄ 交 通：
（都市高速鉄道） 都市高速鉄道事業年間走行㎞

経常費用－（受託工事費＋附帯工事費＋材料及び不用品売却原価）
ｅ 電 気：

年間発電電力量－自家用電力量

経常費用－（受託工事費＋附帯工事費＋材料及び不用品売却原価）
ｆ ガ ス：

販 売 量

汚水処理費
ｇ 下 水 道：
（汚水処理原価） 有収水量



ウ 上記のほか、水道事業及び工業用水道事業の各比率の算出方法は、次のとおりである。

(ｱ) 水道事業

一日平均配水量
ａ 負 荷 率 （％）＝ × 100

一日最大配水量

一日平均配水量
ｂ 施設利用率 （％）＝ × 100

一日配水能力

一日最大配水量
ｃ 最大稼働率 （％）＝ × 100

一日配水能力

年間総配水量
ｄ 配水管使用効率（１ｍ当たりｍ ） ＝３

導送配水管延長

年間総配水量
ｅ 固定資産使用効率（１万円当たりｍ ）＝３

有形固定資産

現 在 給 水 人 口
ｆ 職員一人当たり給水人口（人） ＝

損益勘定所属職員

年間総有収水量
ｇ 職員一人当たり有収水量（ｍ ）＝３

損益勘定所属職員

年間総有収水量
ｈ 有 収 率 （％）＝ × 100

年間総配水量

職員給与費
ｉ 職員給与費対料金収入比率（％）＝ × 100

給 水 収 益

(ｲ) 工業用水道事業

一日平均配水量
ａ 施設利用率 （％）＝ × 100

一日配水能力

契約水量
ｂ 契 約 率 （％）＝ × 100

配水能力

(5) 職種別給与に関する調

ア 平成21年３月31日現在である。

イ 「年間延職員数」とは、年度中の毎月末において在職した職員数の合計である。

ウ 「平均月収額」は、年間支払額を年間延職員数で除した額であり、期末勤勉手当等を

含むものである。

エ 「基本給」は、給料、扶養手当及び調整手当の合算額である。

オ 「平均年令」は、年度末職員の延職員年令数を年度末職員数で除したものである。

(1) 各項目の数値は、表示単位未満を四捨五入したものである。したがって、その内訳を合

計した数値は合計欄の数値と一致しない場合がある。また、文章中の差引数値は合致しな

い場合がある。

また、各項目の数値は税込数値である。

(2) 決算の状況

ア 「歳入歳出決算に関する調」については、法適用企業に準じて作成した。

実 質 赤 字 額
イ 赤字比率は × 100 で算出した。

営業収益－受託工事収益

総 収 益
ウ 収益的収支比率は × 100 で算出した。

総費用＋地方債償還金

1. 昭和60年度決算から「売却を前提とした臨海土地造成事業」については、港湾整備事業か

ら宅地造成事業に移し替えることとした。

2. 下水道事業において、特定環境保全公共下水道は公共下水道に含めていたが、昭和60年度

から公共下水道と特定環境保全公共下水道を区分し、それぞれ１事業として計上することと

し、また、平成元年度から農業集落排水施設、漁業集落排水施設を加え、平成６年度から小

規模集合排水処理施設、特定地域生活排水処理施設及び個別排水処理施設を加え、平成７年

度から新たに林業集落排水施設、簡易排水施設を加えることとした。

3. 平成12年度決算調査において、観光施設事業（その他観光施設）の調査対象の適正化を図

った。（例：分譲墓地・霊園、廃棄物処理施設等は対象外）

4. 平成12年度から介護サービス事業の区分を設け、法適その他事業に含まれていた介護サー

ビス事業を移し替え、また、新たに法非適の介護サービス事業を対象とした。

5. 平成17年度から電気事業(法非適用企業)において、ごみ処理事業の附帯事業として実施し

ているごみ発電事業のうち公営企業の実態を伴わないものを調査対象から外すこととし、調

査対象の適正化を図った。

6. 各項目の図表は、過去５年間の表記を基本としているが、それ以前の特定年度との比較が

必要な場合やそれ以前からの推移を見る場合（過去10年間等）にあっては当該年度から通年、

又は一定間隔で表記している。



ウ 上記のほか、水道事業及び工業用水道事業の各比率の算出方法は、次のとおりである。

(ｱ) 水道事業

一日平均配水量
ａ 負 荷 率 （％）＝ × 100

一日最大配水量

一日平均配水量
ｂ 施設利用率 （％）＝ × 100

一日配水能力

一日最大配水量
ｃ 最大稼働率 （％）＝ × 100

一日配水能力

年間総配水量
ｄ 配水管使用効率（１ｍ当たりｍ ） ＝３

導送配水管延長

年間総配水量
ｅ 固定資産使用効率（１万円当たりｍ ）＝３

有形固定資産

現 在 給 水 人 口
ｆ 職員一人当たり給水人口（人） ＝

損益勘定所属職員

年間総有収水量
ｇ 職員一人当たり有収水量（ｍ ）＝３

損益勘定所属職員

年間総有収水量
ｈ 有 収 率 （％）＝ × 100

年間総配水量

職員給与費
ｉ 職員給与費対料金収入比率（％）＝ × 100

給 水 収 益

(ｲ) 工業用水道事業

一日平均配水量
ａ 施設利用率 （％）＝ × 100

一日配水能力

契約水量
ｂ 契 約 率 （％）＝ × 100

配水能力

(5) 職種別給与に関する調

ア 平成21年３月31日現在である。

イ 「年間延職員数」とは、年度中の毎月末において在職した職員数の合計である。

ウ 「平均月収額」は、年間支払額を年間延職員数で除した額であり、期末勤勉手当等を

含むものである。

エ 「基本給」は、給料、扶養手当及び調整手当の合算額である。

オ 「平均年令」は、年度末職員の延職員年令数を年度末職員数で除したものである。

(1) 各項目の数値は、表示単位未満を四捨五入したものである。したがって、その内訳を合

計した数値は合計欄の数値と一致しない場合がある。また、文章中の差引数値は合致しな

い場合がある。

また、各項目の数値は税込数値である。

(2) 決算の状況

ア 「歳入歳出決算に関する調」については、法適用企業に準じて作成した。

実 質 赤 字 額
イ 赤字比率は × 100 で算出した。

営業収益－受託工事収益

総 収 益
ウ 収益的収支比率は × 100 で算出した。

総費用＋地方債償還金

1. 昭和60年度決算から「売却を前提とした臨海土地造成事業」については、港湾整備事業か

ら宅地造成事業に移し替えることとした。

2. 下水道事業において、特定環境保全公共下水道は公共下水道に含めていたが、昭和60年度

から公共下水道と特定環境保全公共下水道を区分し、それぞれ１事業として計上することと

し、また、平成元年度から農業集落排水施設、漁業集落排水施設を加え、平成６年度から小

規模集合排水処理施設、特定地域生活排水処理施設及び個別排水処理施設を加え、平成７年

度から新たに林業集落排水施設、簡易排水施設を加えることとした。

3. 平成12年度決算調査において、観光施設事業（その他観光施設）の調査対象の適正化を図

った。（例：分譲墓地・霊園、廃棄物処理施設等は対象外）

4. 平成12年度から介護サービス事業の区分を設け、法適その他事業に含まれていた介護サー

ビス事業を移し替え、また、新たに法非適の介護サービス事業を対象とした。

5. 平成17年度から電気事業(法非適用企業)において、ごみ処理事業の附帯事業として実施し

ているごみ発電事業のうち公営企業の実態を伴わないものを調査対象から外すこととし、調

査対象の適正化を図った。

6. 各項目の図表は、過去５年間の表記を基本としているが、それ以前の特定年度との比較が

必要な場合やそれ以前からの推移を見る場合（過去10年間等）にあっては当該年度から通年、

又は一定間隔で表記している。


	地方公営企業決算の概況　表紙（表紙）.pdf
	地方公営企業決算の概要

